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執行部の手違いで去る６月２８日の定期大会のご報告を遅まきながら今号に掲載さ

せていただきます。掲載する順序が前後したことをお詫びいたします。また、すでに

行われまだ当紙にてご報告していない行事「青空の下で PEACE」も、近々、掲載の予

定です。                     執行委員長 久保 英雄 
 
大会の様子を正確にお伝えするため、議事録を中心に掲載させていただきます。 

 
1. 開会宣言 

2. 議長および書記の選出 

議長として谷と池津、書記として川瀬と祝原が選出された 

3. 議長あいさつ 

4. 執行委員長あいさつ（久保委員長） 

5. 第 1 号 2 号議案提案(前書記長松永より、定期大会議案書に沿って) 

1）第 1号議案提案 

・ 06 年度活動の総括 

・ 学長候補者選考について 

・ 助手・助教の再配置について 

・ 地域調整手当てについて 

・ 人事評価導入について 

・ 事務系職員の定年延長・再雇用について 

・ 組合員の拡大などについて 

2）2 号議案提案 

・ 2006 年度会計決算報告 

会計監査委員として高柳・山本が監査を実施し、処理・手続きについてすべ

て適正に行われたと高柳より報告された。 
 

6.  第 1 号 2 号議案提案質疑応答 

人文学部支部：非常勤の方の労働条件通知書には雇い止めについて明記されているの

か？ 

前書記長：明記されている 

人文学部支部：すべての人に対し雇用継続の可能性はないということなのか？だとす

るならば、組合側としての論法について聞かせ願いたい。通知書自体を撤回は
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    要求しないのか？ 

前委員長：撤回を求めるが、本人の意見より時給が元に戻ることは止むを得ないということであったので、

実質再雇用できるような解決策を模索する。 

工学部支部：2005 年の勤務条件通知書には期間についての表現はなかったはず。この点について押す手立

てはあったはず。 

前委員長：実害がないことをいいことに誠意ある対応をしてもらえなかった。実効ある経営者との関係を 

保たなくてはならない(過半数代表者との関係が重要)。 

人文学部支部：大学は労働条件についてどの程度把握しているのか？いわゆるサービス残業についての組合

の考えは？ 

前書記長：サービス残業の実態を経営側に求めた。しかし、詳細で正確なデータは持ち合わせていなかった。

組合自体が把握する努力が必要と考えられる。 

人文学部支部：そもそも実態把握については大学側に義務があるはず。組合を通しての協力があれば一人一

人の状況も理解できるはずではないだろうか。 
 

7. 議案採決 

第 1号 2号議案提案について 

31 名の代議員  保留 0名 反対 0名 賛成 31 名 
 

8. 第 3 号～6号議案提案(書記長伊東より 定期大会議案書に沿って) 

1）第 3号議案提案 

・ 国立大学法人、静岡大学を取り巻く情勢について 

・ 今後の活動の 2つの方向性（①大学の財政を強化する-パイを大きくする-、②当面は待遇の 

改善-パイの切り方-） 

・ 静岡大学経営陣との関係の構築(組合員の拡充とともに) 

・ 運営費交付金の競争的配分化問題 

・ 雇用・賃金などの労働条件の改善 

・ 情宣強化と組合員拡大 

・ 専門部の各活動について 

各項目とも重要であるが、実効性のある戦いを進めるために、優先順位・メリハリをつけて交渉して 

いく必要がある。 

2）4 号議案提案 

[議案書の訂正    第五章附則の第 21条｢大会の承認を・・・｣を｢大会、または代表委員会の承認を・・・｣

に訂正] 

・ 第一章総則の第 1条の「第 23 条」を「第 20 条」に変更 

・ 第一章総則の第 2条の「書記次長」を削除 

・ 第二章選挙管理委員会の第 10 条の「10 日前」を「4日前」に変更 

・ 第三章候補者の第 13 条および 14条の「15日前」を「5日前」に変更 

3）5 号議案提案 

[議案書の訂正    Ｆ予備費（１）の「組合費徴収分返却」を削除、「反核平和の夕べ」を「青空の 

下でＰｅａｃｅ｣に変更] 

議長より、Ｄ人件費の退職積立金について質問があった 
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4）6 号議案提案 

・ 人事委員の承認に関する件 

 

9. 第 3 号～6号議案提案質疑応答 

工学部情報学部支部より、第 3号議案書について修正案が提出された。 

工学部支部：地域調整手当てについて、浜松・藤枝の支給を静岡と同じ 5％に引き上げることを優先してい

ただきたい。 

本部・図書館支部：東西 5％になるまで 6％を要求するなということですか？ 

工学部支部：そういうことではないが、東西格差をなくすことを強調していただきたい。 

書記長：執行部は格差なく 6％ということを最終目標としているが、段階として就業規則(静岡 5％、 

浜松 3％)に沿った条件獲得を考えている。 

人文学部支部：大きな課題である 6％要求をしながら、少なくとも格差是正というすすめ方が効果的な交渉

の進め方ではないだろうか？ 

工学部支部：組合の東西分断を防ぐ意味においても、格差をなくすことを優先課題としていただきたい。 

議長：本日提出された修正案を執行部が受け入れるかを検討し、改めて新たな修正議案書をこの定期大会に

提出することではどうだろうか？ 

この修正案以外について・・・ 

理学部支部：理学部は組合員が少ないが、相互のコミュニケーションを図る、組合相談室を設けるなどして、

安全で安心して働ける職場を目指し、組合員の拡大に向け努力している。 

議長：組合の必要性、組合員であることの有効性が見えにくいので、今後見えるようにする努力が必要であ

る。 

工学部支部：・ 労働協約を結ぶ努力が必要ではないだろうか。 

・ 団体交渉のやり方を工夫していただきたい。 

・ 組合員に対して考えや意見を集約する、また残業を含む労働状況などを把握するため、各支 

部の協力を得て実態調査を進めていただきたい。 

・ 書記に力を発揮していただく為にも、書記次長を残すべきではないだろう。 

情報学部支部：技術系職員の不当な格差を改善に向けて努力していただきたい。 

本部・図書館支部：第三号議案の三、専門部の活動と職種別課題の 1、組織法制部の 1行目「常勤・有期雇

用・非常勤の 3つからなり・・・」を「常勤・有期雇用・非常勤などからなり・・・」と変更してい

ただきたい。派遣職員のことも今後考えていくべき。 

 

・・・・・休憩後・・・・・ 

 

10. 執行部より第 3号議案の一部再提案 

・ 第 3号議案のニ、静岡大学教職員組合の重点課題の 3．個別の課題(二)雇用・賃金などの労働 

条件の中段、「当面、就業規則で定められている支給率の早期完全実施を要求する」を削除。 

・ 第 3号議案の三、専門部の活動を職種別課題の、2.人事給料部の 5行目、「まず、第一に就業 

規則で規定された調整手当支給を速やかに行うよう働きかけていきます」を削除し、6行目 

「さらに、静岡と・・・」を「また、静岡と・・・」に変更。 



 第 6 号（教職員組合 2007 年度定期大会報告号）                         PAGE ４ 

 
 
 

働働ききややすすいい職職場場をを  

  実実現現ししたたいいとと思思いいまませせんんかか？？   
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

静岡大学教職員組合公式ＨＰも 

ご覧ください。（随時更新中） 

 

http://www.jade.dti.ne.jp/~suu/ 

 

人文学部支部：修正案の意図を聞かせてもらいたい。変更する必要はある

のか？ 

書記長：最終目標は東西 6％であるが、まず格差をなくすことを考えてい

る。そのための誤解をなくすため修正する必要があると判断した。 

議長：本日提出された大会議案書修正案を取り下げますか。 

工学部支部：執行部の第 3 号議案の一部再提案を受け、工学部情報学部支

部より提出された大会議案書修正案は取り下げます。 
 

11. 議案採決 

1）第 3号議案提案について 

32 名の代議員  保留 0名 反対 0名 賛成 32 名 

2）第 4号議案提案について 

32 名の代議員  保留 1名 反対 0名 賛成 31 名 

3）第 5号議案提案について 

32 名の代議員  保留 0名 反対 0名 賛成 32 名 

4）第 6号議案提案について 

32 名の代議員  保留 0名 反対 0名 賛成 32 名 

12. 議長解任 

13. 閉会宣言 
 

 
『組合スキーと温泉のつどい』 のお知らせ 
 
日程：１２月２１日（金）夜出発～２４日（祝）夜帰着 
行先：志賀高原 
宿泊：熊の湯「硯川ホテル」（スキー場まで徒歩１分） 
参加費：大人 30,000 円、小学生 20,000 円（ﾊﾞｽ＋2 泊 4 食） 
    幼児 5,000 円（ﾊﾞｽ代のみ） 
           （今回リフト券は含みません。） 
申込み：１１月２６日（月）までに書記局へ 

       メールまたは申込用紙でお申込みください。 
 

～映画「日本の青空」を浜松キャンパスで上映します～ 
◆とき 11 月 29 日（木） 

  ◆ところ 佐鳴会館会議室 

    ◇上映時間 １回目 15：00－17：00 

  ２回目 17：30－19：30 

    ◇入場券 前売券：1000 円（高校生以下 800 円） 

 当日券：1200 円（高校生以下 1000 円） 

    ★静大学生、教職員組合員、生協職員に限り、 

前売り 600 円……書記局にお問合せください。 

     ※ 製作協力券も利用できます。（利用は１２月までです。） 

10 月着任の皆さまや、 

まだ組合に入っておられない方

にぜひお声をおかけください。 

 

ご勧誘くださり紹介者となった 

組合員 1 名に・・・ 

 

常勤教職員勧誘の場合 

   おひとりにつき 10,000 円 

非常勤教職員勧誘の場合 

   おひとりにつき 2,000 円 

年度末に還元します！ 

（商品券、図書券などにより） 

 

よろしくお願いいたします。 

 

・書記局にパンフレットがあります。 

・役員がご説明に伺います。 

 
※ 期間中に脱退した組合員が再加

入した場合、期間中に加入した

組合員が年度末までに脱退した

場合は対象外です。 

「組合員拡大特別推進月間」 
               です！ 



 


